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「とちのきフォスター」を
知っていますか？

「とちのきフォスター」を
知っていますか？

「とちのきフォスター」を
知っていますか？

高齢者虐待は特別な家庭で起こるものではなく、どこの家庭でも起こ
り得る身近な問題です。介護を担う方が、心身共に疲弊し、追い詰めら
れ、自覚がないまま虐待に至ってしまうこともあります。

虐
待
に
至
る
前
の
、
周
囲
の
人
の
声

か
け
や
変
化
の
「
気
付
き
」
が
、
高
齢

者
の
尊
厳
を
守
り
、
介
護
を
担
う
方
を

救
い
、
高
齢
者
虐
待
の
防
止
に
つ
な
が

り
ま
す
。

〈
虐
待
の
種
類
〉

●
身
体
的
虐
待

暴
力
的
行
為
な
ど
で
、
身
体
に
傷
や

あ
ざ
、
痛
み
を
与
え
た
り
、
外
部
と

の
接
触
を
意
図
的
、
継
続
的
に
遮
断

す
る
こ
と

●
心
理
的
虐
待

脅
し
や
侮
辱
等
の
言
葉
や
威
圧
的
な

態
度
、
無
視
や
嫌
が
ら
せ
等
に
よ
っ

て
精
神
的
、
情
緒
的
に
苦
痛
を
与
え

る
こ
と

●
性
的
虐
待

本
人
が
嫌
が
る
性
的
行
為
や
裸
で
放

置
す
る
こ
と

●
経
済
的
虐
待

本
人
の
合
意
な
し
に
財
産
や
金
銭
を

使
用
し
、
本
人
が
希
望
す
る
金
銭
の

使
用
を
理
由
な
く
制
限
す
る
こ
と

●
介
護
の
放
棄
・
放
任（
ネ
グ
レ
ク
ト
）

意
図
的
で
あ
る
か
、
否
か
を
問
わ
ず
、

介
護
や
生
活
の
世
話
を
行
っ
て
い
る

者
が
、
そ
の
提
供
を
放
棄
ま
た
は
放

任
し
、
結
果
と
し
て
高
齢
者
の
生
活

環
境
や
、
高
齢
者
自
身
の
身
体
・
精

神
的
状
態
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と

〈
一
人
で
悩
ま
な
い
で
!!
〉

介
護
の
悩
み
や
負
担
を
一
人
で
抱
え

込
ま
ず
、
相
談
先
や
周
囲
の
人
に
相
談

し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
「
高
齢
者
虐
待

か
も
し
れ
な
い
」
と
気
に
な
っ
た
り
、

気
付
い
た
り
、
心
配
に
な
っ
た
り
し
た

と
き
に
は
、
い
つ
で
も
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
そ
の
連
絡
が
、
高
齢
者
や
介
護
を

担
う
方
を
救
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

▼
問
合
せ

〇
保
健
福
祉
課
地
域
支
援
係

☎
72 

６
９
１
０

〇
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
71 
１
１
３
８

現
代
の
社
会
状
況
の
中
で
は
、
年
齢

に
関
係
な
く
多
く
の
高
齢
者
や
若
者
、

子
ど
も
た
ち
が
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
て
生

活
し
て
い
ま
す
。
最
近
イ
ラ
イ
ラ
し
が

ち
、
気
分
が
沈
み
が
ち
、
体
が
だ
る
い
、

頭
痛
が
続
く
な
ど
、
心
身
か
ら
の
サ
イ

ン
が
出
た
ら
要
注
意
で
す
。

町
で
は
、
心
理
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
よ

る
「
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
」
を
行
っ
て

い
ま
す
。
あ
な
た
の
ス
ト
レ
ス
や
気
が

か
り
を
話
す
こ
と
で
、
「
こ
こ
ろ
」
の

元
気
を
取
り
戻
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、

本
人
だ
け
で
な
く
、
家
族
の
方
な
ど
か

ら
の
相
談
も
お
受
け
し
て
い
ま
す
。
家

族
や
周
り
の
方
の
支
え
が
大
切
で
す
。

▼
日
　
時　

３
月
11
日
㈮
午
前
10
時
〜

午
後
３
時
（
要
予
約
）

▼
場
　
所　

ゆ
め
プ
ラ
ザ
・
那
須

▼
問
合
せ　

保
健
セ
ン
タ
ー

☎
72 

５
８
５
８

▼
募
集
人
員　

１
人

▼
資
　
格　

次
の
①
〜
④
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方

①
大
学
等
に
お
い
て
児
童
福
祉
、
社
会

福
祉
、
児
童
学
、
心
理
学
、
教
育
学

も
し
く
は
社
会
学
を
専
修
す
る
学
科

ま
た
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を

修
め
て
卒
業
し
た
方

②
児
童
福
祉
事
業
な
ど
の
業
務
に
２
年

以
上
従
事
し
た
方

③
児
童
福
祉
司
の
資
格
が
あ
る
方

④
児
童
家
庭
相
談
員
と
し
て
、
必
要
な

学
識
経
験
を
有
す
る
方

▼
内
　
容　

児
童
養
育
に
関
す
る
相
談
、

　

児
童
虐
待
に
関
す
る
相
談
支
援
等

▼
雇
用
期
間　

令
和
４
年
４
月
１
日
〜

令
和
５
年
３
月
31
日
（
再
任
あ
り
）

▼
勤
務
場
所　

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

▼
勤
務
時
間　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後

５
時
15
分

▼
給
　
料　

月
額
2
1
3,
0
０
０
円

▼
通
勤
手
当　

町
規
定
に
よ
り
支
給

▼
福
利
厚
生　

社
会
保
険
、
雇
用
保
険

あ
り

▼
申
込
方
法　

町
規
定
の
様
式
で
、
会

計
年
度
任
用
職
員
選
考
試
験
申
込
書

お
よ
び
会
計
年
度
任
用
職
員
登
録
申

込
書
兼
履
歴
書
を
子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー
（
ゆ
め
プ
ラ
ザ
・
那
須
内
）
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

用
紙
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
黒
磯
、
子

育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
で
配
布
し
ま
す
。

ま
た
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▼
締
切
り　

２
月
25
日
㈮
ま
で

▼
採
用
決
定　

面
接
後
、
本
人
に
通
知

し
ま
す
。

▼
問
合
せ　

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
71 

１
１
３
７

栃
木
県
で
は
、
里
親
支
援
業
務

（
フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ
業
務
）
を
包
括
的

に
支
援
す
る
「
栃
木
フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ

セ
ン
タ
ー
」
を
令
和
３
年
に
新
た
に
開

設
し
ま
し
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
事
情
で
本
来
の
家
庭
で

生
活
で
き
な
い
子
ど
も
に
家
庭
と
同
様

の
養
育
環
境
を
提
供
す
る
た
め
、
一
定

期
間
養
育
す
る
里
親
（
と
ち
の
き
フ
ォ

ス
タ
ー
）
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

養
育
期
間
は
子
ど
も
が
家
に
戻
れ
る

ま
で
、
ま
た
は
社
会
的
自
立
が
可
能
に

な
る
ま
で
等
、
子
ど
も
の
状
況
に
応
じ

て
変
わ
り
ま
す
。
あ
な
た
も
「
と
ち
の

き
フ
ォ
ス
タ
ー
」
に
な
り
ま
せ
ん
か
。

ご
質
問
、
ご
相
談
、
お
気
軽
に
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ

〇
栃
木
フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ
セ
ン
タ
ー　

☎
０
２
８
‐
６
１
２
‐
６
９
７
０

〇
栃
木
県
県
北
児
童
相
談
所

☎
０
２
８
７
‐
36
‐
１
０
５
８

こ
こ
ろ
が
「
ツ
ラ
イ
」
と
感
じ
た
ら
…

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
の
ご
案
内

児
童
家
庭
相
談
員（
会
計

年
度
任
用
職
員
）募
集

地域の「気付き」が高齢者虐待の防止に


